
議案第６７号 

 

阪南市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

 

　阪南市印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものと

する。 

 

 

令和７年１２月２日提出 

 

 

阪南市長　上　甲　　　誠　　 

 

 

提案理由 

　地方公共団体情報システムの標準化に伴い、必要な整合を図るための

措置 
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阪南市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

　阪南市印鑑条例（平成９年阪南市条例第１３号）の一部を次のように

改正する。 

 

第５条第２項、第７条第１項第７号及び第１４条第１項第５号中「の

備考欄」を削る。 

 

附　則  

この条例は、令和８年１月５日から施行する。
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阪南市印鑑条例新旧対照表 
 

改　　正　　後 改　　正　　前

 （登録を受けることができない印鑑） （登録を受けることができない印鑑）
 第５条　　　略 第５条　　　略
 ２　市長は、前項第１号及び第２号の規定に

かかわらず、外国人住民（法第３０条の４

５に規定する外国人住民をいう。以下同

じ。）のうち非漢字圏の外国人住民が住民

票に記載（法第６条第３項の規定により磁

気ディスク（これに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる

物を含む。以下同じ。）をもって調製する

住民票にあっては、記録。以下同じ。）が

されている氏名のカタカナ表記又はその一

部を組み合わせたもので表されている印鑑

により登録を受けようとする場合には、当

該印鑑を登録することができる。

２　市長は、前項第１号及び第２号の規定に

かかわらず、外国人住民（法第３０条の４

５に規定する外国人住民をいう。以下同

じ。）のうち非漢字圏の外国人住民が住民

票の備考欄に記載（法第６条第３項の規定

により磁気ディスク（これに準ずる方法に

より一定の事項を確実に記録しておくこと

ができる物を含む。以下同じ。）をもって

調製する住民票にあっては、記録。以下同

じ。）がされている氏名のカタカナ表記又

はその一部を組み合わせたもので表されて

いる印鑑により登録を受けようとする場合

には、当該印鑑を登録することができる。
 （印鑑登録原票） （印鑑登録原票）
 第７条　市長は、印鑑登録原票を備え、印影

のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事

項を登録するものとする。

第７条　市長は、印鑑登録原票を備え、印影

のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事

項を登録するものとする。
 (1)～(6)　　　略 (1)～(6)　　　略
 (7)　外国人住民のうち非漢字圏の外国人

住民が住民票に記載がされている氏名の

カタカナ表記又はその一部を組み合わせ

たもので表されている印鑑により登録を

受ける場合にあっては、当該氏名のカタ

カナ表記

(7)　外国人住民のうち非漢字圏の外国人

住民が住民票の備考欄に記載がされてい

る氏名のカタカナ表記又はその一部を組

み合わせたもので表されている印鑑によ

り登録を受ける場合にあっては、当該氏

名のカタカナ表記
 (8)　　　略 (8)　　　略
 ２　　　略 ２　　　略
 （印鑑登録証明書） （印鑑登録証明書）
 第１４条　印鑑登録証明書は、登録者に係る

印鑑登録原票に登録されている印影の写し

（印鑑登録原票に登録されている印影を光

学画像読取装置（これに準ずる方法により

一定の画像を正確に読み取ることができる

第１４条　印鑑登録証明書は、登録者に係る

印鑑登録原票に登録されている印影の写し

（印鑑登録原票に登録されている印影を光

学画像読取装置（これに準ずる方法により

一定の画像を正確に読み取ることができる
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 機器を含む。）により読み取って磁気ディ

スクに記録したものに係るプリンターから

の打ち出しを含む。）について市長が証明

するものとし、併せて次に掲げる事項を記

載するものとする。

機器を含む。）により読み取って磁気ディ

スクに記録したものに係るプリンターから

の打ち出しを含む。）について市長が証明

するものとし、併せて次に掲げる事項を記

載するものとする。
 (1)～(4)　　　略 (1)～(4)　　　略
 (5)　外国人住民のうち非漢字圏の外国人

住民が住民票に記載がされている氏名の

カタカナ表記又はその一部を組み合わせ

たもので表されている印鑑により登録を

受ける場合にあっては、当該氏名のカタ

カナ表記

(5)　外国人住民のうち非漢字圏の外国人

住民が住民票の備考欄に記載がされてい

る氏名のカタカナ表記又はその一部を組

み合わせたもので表されている印鑑によ

り登録を受ける場合にあっては、当該氏

名のカタカナ表記
 ２　　　略 ２　　　略
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